
国道112号 名川橋
平成28年5月撮影(山形県鶴岡市)

補修前

平成２８年８月１９日

国土交通省東北地方整備局
道路部 道路保全企画官

山 口 満

「コンクリート構造物の補修・補強に関するフォーラム」２０１６

補修後

昭和６年生まれ おかげさまで満８５歳

老朽化対策に関する最近の話題



１．道路インフラの老朽化

２．点検結果から見る橋梁損傷の傾向

３．橋梁の維持・補修の課題

４．コンクリート構造物の品質及び
耐久性確保のための取組み

Menu
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１．道路インフラの老朽化
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日本の道路網１２２万ｋｍのうち約８割が市町村道である

我が国の道路種別と延長割合

※道路局調べ（H26.4）

約０．９万km 高速自動車国道（約１％）

約２．４万km 直轄国道（約２％）

約３．２万km 補助国道（約３％）

約１２．９万km 都道府県道（約１１％）

約１０２．５万km 市町村道（約８４％）

合計 全国約１２２万ｋｍ 3

道路別の道路延長



日本の道路網に存在する橋梁約７２万橋のうち約７２％が市町村道にある

【道路種別別橋梁数】

※四捨五入により端数調整している

約72万橋
（2m以上）

高速自動車国道
約2万橋（約3%）

直轄国道
約4万橋（約6%）

補助国道
約3万橋（約5%）

市町村道
約52万橋
（約72%）

※道路メンテナンス年報より

都道府県道
約11万橋

（約15%）

4

道路別の橋梁数



【機密性２】
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・1945年 戦後
・1964年 東京オリンピック
・1965～70年 いざなぎ景気
・1970年 大阪万博

ピーク時（1973年）には
約2千橋が建設

10年後

2015年（平成27年）
50年経過橋梁

約8千橋（15％）

2025年（平成37年）
50年経過橋梁

約2万2千橋（42%）

※東北全体の橋梁約7.1万橋のうち建設年次が把握されている5.1万橋で整理

道路施設の老朽化に関する話題 （道路施設の現状）

◆東北の橋梁の現状

高度経済成長期
建設が増加
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【機密性２】

10%

90%

現在
24%

76%

10年後

42%

58%

20年後

・東北における橋梁（橋長２ｍ以上）のうち、建設後５０年以上経過する橋梁は１５％（２０１５時点）で、１０年後（２０２
５年）には４２％、２０年後（２０３５年）には６７％に拡大。

橋梁

トンネル
・東北におけるトンネルのうち、建設後５０年以上経過するトンネルは１０％（２０１５時点）存在し、１０年後（２０２５年）
には２４％、２０年後（２０３５年）には４２％に拡大。

建設後50年以上経過の橋梁の割合（10年単位）

◆建設後５０年以上（高齢化）の割合 【東北全体】

建設後50年以上経過のトンネルの割合（10年単位）
6

道路施設の老朽化に関する話題 （高齢化の割合）

15%

85%

現在 42%

58%

10年後

67%

33% 20年後

※東北全体の橋梁約7.1万橋のうち建設年次が把握されている5.1万橋で整理

※建設年次が把握されている約1,000箇所で整理

33％

58％
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笹子トンネル天井板落下事故を契機に…

⇒
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笹子トンネル判決



社会資本整備審議会 道路分科会 建議 平成 26年 4月 14日
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道路の老朽化対策の本格実施に関する提言の概要

【１．道路インフラを取り巻く現状】 【２．国土交通省の取組みと目指すべき方向性】

○全橋梁約７０万橋のうち約５０万橋が市町村道

（１）メンテナンスサイクルを確定（道路管理者の義務の明確化） （２）メンテナンスサイクルを回す仕組みを構築

[点検]

[診断]

[措置]

[記録]

[予算]  

[技術]

（１）道路インフラの現状 （２）老朽化対策の課題
○直轄維持修繕予算は最近10年間で２割減少

○町の約５割、村の約７割で橋梁保全業務に

携わっている土木技術者が存在しない

○地方公共団体では、遠望目視による点検も
多く点検の質に課題

本格的にメンテナンスサイクルを回すための取組みに着手

○インフラ長寿命化基本計画の策定【H25.11】

『インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議』

⇒ インフラ長寿命化計画（行動計画）の策定へ

最低限のルール・基準が確立していない メンテナンスサイクルを回す仕組みがない

○高速道路更新事業の財源確保 （通常国会に法改正案提出）

○点検、修繕予算は最優先で確保

○複数年にわたり集中的に実施する大規模修繕・更新に対して
支援する補助制度

各道路管理者の責任で以下のメンテナンスサイクルを実施

○統一的な尺度で健全度の判定区分を設定し、診断を実施

○橋梁（約７０万橋）・トンネル（約１万本）等は、国が定める統一的な
基準により、５年に１度、近接目視による全数監視を実施

○舗装、照明柱等は適切な更新年数を設定し点検・更新を実施

○点検・診断の結果に基づき計画的に修繕を実施し、必要な修繕が
できない場合は、通行規制・通行止め

○利用状況を踏まえ、橋梁等を集約化・撤去

○適切な措置を講じない地方公共団体には国が勧告・指示

○重大事故等の原因究明、再発防止策を検討する『道路インフラ安全
委員会』を設置

○点検・診断・措置の結果をとりまとめ、評価・公表（見える化）

（省令・告示：Ｈ２６.３.３１公布、同年７.１施行予定）

（高速）

（直轄）

（地方）

[体制]

○道路法改正【H25.6】

・点検基準の法定化
・国による修繕等代行制度創設

①メンテナンスサイクルを確定 ②メンテナンスサイクルを回す仕組みを構築

【３．具体的な取組み】

○都道府県ごとに『道路メンテナンス会議』を設置

○メンテナンス業務の地域一括発注や複数年契約を実施

○社会的に影響の大きな路線の施設等について、国の職員等から構成
される『道路メンテナンス技術集団』による『直轄診断』を実施

○重要性、緊急性の高い橋梁等は、必要に応じて、国や高速会社等が
点検や修繕等を代行（跨道橋等）

○地方公共団体の職員・民間企業の社員も対象とした研修の充実

○点検業務・修繕工事の適正な積算基準を設定

○点検・診断の知識・技能・実務経験を有する技術者確保のための
資格制度

○産学官によるメンテナンス技術の戦略的な技術開発を推進

（２）目指すべき方向性（３）現状の総括（２つの根本的課題）

[国民の
理解・協働] ○老朽化の現状や対策について、国民の理解と協働の取組みを推進

（１）メンテナンス元年の取組み

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず

ることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊

急に措置を講ずべき状態

○地方公共団体管理橋梁では、最近５年間で
通行規制等が２倍以上に増加

○一部の構造物で老朽化による変状が顕在化

メンテナンスサイクルを持続的に回す以下の仕組みを構築

産学官のリソース（予算・人材・技術）を全て投入し、総力をあげて本格的なメンテナンスサイクルを始動【道路メンテナンス総力戦】

『道路インフラ健診』

10

※社会資本整備審議会道路分科会 建議 H26.4.14

７２ ５２

７２

３ ６

（H25）



これまでの点検とH26.7以降の点検との違い
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【機密性２】

・町の約３割、村の約６割で橋梁保全業務に携わっている土木技術者が存在しない

・市町村の橋梁点検要領では、遠望目視による点検も多く（約８割）、点検の質にも課題

※道路局調べ（H26.11 ）

■市区町村における橋梁保全業務に
携わる土木技術者数

12

老朽化対策における課題 …地方公共団体の現状

市町村
173団体

22％
（38）

約8割が「遠望目視」

76%
（135）

※道路局調べ（H25.10）

出典：社会資本整備審議会道路分科会
「第44回基本政策部会」資料5

■これまで市町村が行ってきた橋梁点検方法

）（

）（

）（

全部材近接目視



【機密性２】近接目視の必要性
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・会議開催実績

H26：3回 H27：3回 H28：1回（H28は全２回を予定）

・各管理者の5年間の定期点検計画の策定・フォロー

・こ線橋の点検について、JR等と一括計画協議、跨線橋連絡会議設置

・点検の地域一括発注（H27：5県69市町村）

・整備局主催の構造物点検研修

H27：4回実施 45県市町村79名予定（H26比25名増）

・各県において橋梁等の点検に関する現地研修会

H27：１２回実施

・こ道橋連絡会議（メンテナンス会議の専門部会として位置づけ）

H26：1回、H28：１回

・広報の取組み ⇒パネル展、現地見学会等の実施

14

点検現地研修会（山形県）

パネル展（道の駅「たろう」）

地方公共団体の三つの課題（人・技術力・予算）に対して、国が各都道府県と連携して、
支援方策を検討するとともに、それらを活用・調整するため、『道路メンテナンス会議』を設置

各県道路メンテナンス会議の主な取り組み

構造物点検研修（45号多賀城橋）

道路メンテナンス会議について



点検業務における「地域一括発注」の取組みについて

【イメージ図】

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

都道府県等による受託

国・県にてニーズを取りまとめ

・市町村のニーズを踏まえ、
地域単位での点検業務の一括発注等の実施

【手続きの流れ】

・国、都道府県にて市町村の意向調査を実施し、
点検数量をとりまとめた上で、点検業者へ発注

市
町
村
意
向
調
査

①

意
向
と
り
ま
と
め

②

受
委
託
方
法
説
明

③
点
検
数
量
と
り
ま
と
め

④

委
託
契
約
締
結

⑤

点
検
業
者
へ
発
注

⑥

点
検
実
施

⑦

３～５ヶ月

（
１
ヶ
月
）

（
１
ヶ
月
）

（１
ヶ
月
）

（
１
ヶ
月
）

（
１
ヶ
月
）

○市町村支援の一環として、市町村が実施する点検・診断の発注事務を都道府県等が受託し、
一括して点検業者へ発注する仕組み。
※平成26年度は、宮城、秋田、山形、福島で実施。
※平成27年度は、岩手、宮城、秋田、山形、福島、延べ６９市町村で実施。

15※第２回道路メンテナンス会議資料より

都道府県等による受託



｢直轄診断｣の概要
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東北における修繕代行事業の事例－１「三島大橋」

町道宮下・名入線 三島大橋修繕代行事業

完成 直轄福島県大沼郡三島町 道路

H28：200百万円
おおぬま みしままち

【事業の概要】

三島大橋は三島町が管理する町道宮下名入線の只見川に架かる橋梁であり、

高力ボルトの破断・脱落及び鋼部材の塗装や床版の劣化損傷が進行している

ことが、直轄診断で確認された。補修には高度な専門知識等を要することから、

国による修繕代行事業として保全対策を行うものです。

【整備効果】
○橋梁保全対策の実施により、橋梁の健全度の確保や延命化を図り、安全かつ円滑
な車両の通行を確保します。

【平成28年度の事業内容】 修繕工事等を実施します。

▲標準断面図

▲ボルト交換前

▲ボルト交換・下塗完了後

▲三島大橋全景

み や し た な い り み し ま お お は し

ただみ
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東北における修繕代行事業の事例－２「沼尾シェッド」

町道沼尾線 沼尾シェッド修繕代行事業

新規 直轄福島県南会津郡下郷町 道路

H28：240百万円
みなみあいづ しもごうまち

【事業の概要】

沼尾シェッドは下郷町が管理する町道沼尾線に設置されているシェッドであり、
シェッド上部に設計値を超える土砂の堆積が見られる状況の中、主梁・横梁・支柱
部等のひびわれ、漏水、グラウト未充填などの損傷が直轄診断において確認された。
補修には高度な専門知識等を要することから、国による修繕代行事業として保全対
策を行うものです。

▲シェッド標準断面図

沼尾シェッド
修繕代行事業
延長１８９ｍ

沼尾集落

至 会津若松市

舟子集落

会津鉄道
大川ダム公園駅

町道沼尾線

大川ダム
管理支所

至 南会津町

（自）下郷町大字小沼崎

※シェッドとは：鉄筋コンクリート部材等で道路を覆い、落石・雪崩等
から道路交通や施設を防護する構造物

【柱部】
ひび割れ・グラウト未充填

【シェッド上部】
土砂堆積

【主梁・横梁部】
ひび割れ、漏水

【整備効果】
○保全対策の実施により、施設の健全度の確保や延命化を図り、安全かつ円滑な車両の
通行を確保します。

【平成28年度の事業内容】 調査設計・修繕工事等を実施します。

▲損傷状況

▲沼尾シェッド 全景

【南会津町側】

▲グラウト未充填状況

土砂堆積の状況
2m以上

※設計値０．３ｍ

ぬ ま お ぬ ま お
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【機密性２】

11% 15% 23% 20% 31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋梁

H26 H27 H28 H29 H30

（１）道路橋の点検実施状況 H28.1月時点（※H27年度第3回メンテ会議）の点検計画
に対する実施状況（全道路管理者）

19

H27迄の点検実施率●％

11% 19% 23% 25% 23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋梁

H26 H27 H28 H29 H30

H27迄の点検実施率30％

管理者 管理施設数 H26点検実施数 H27点検実施数
H27迄の
点検実施率

国土交通省 4,136 643 632 31%

高速道路会社 2,833 294 318 22%

都道府県 15,763 2,424 3,104 35%

市町村 51,097 4,456 10,516 29%

合　計 73,829 7,817 14,570 30%

東北地整管内のH2７点検実施状況（橋梁）

※Ｈ２８第１回道路メンテナンス会議資料より

②最優先で点検すべき橋梁（緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋）

H27迄の点検実施率28％

管理者 管理施設数 H26点検実施数 H27点検実施数
H27迄の
点検実施率

国土交通省 247 34 27 24%

高速道路会社 483 11 48 12%

都道府県 133 22 22 34%

市町村 512 95 119 43%

合　計 1,375 162 216 28%

※管理施設数、H27点検実施数は精査中であり、変動する可能性有り

H27迄の点検計画30％

H27迄の点検計画26％

①全 体



【機密性２】

14% 19% 22% 22% 23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋梁

H26 H27 H28 H29 H30

H28.1月時点（※H27年度第3回メンテ会議）の点検計画
に対する実施状況（全道路管理者）

20

東北地整管内のH2７点検実施状況（橋梁）

※Ｈ２８第１回道路メンテナンス会議資料より

9% 14% 24% 27% 26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋梁

H26 H27 H28 H29 H30

③最優先で点検すべき橋梁（跨線橋）

管理者 管理施設数 H26点検実施数 H27点検実施数
H27迄の
点検実施率

国土交通省 287 60 49 38%

高速道路会社 88 0 2 2%

都道府県 404 16 77 23%

市町村 431 32 41 17%

合　計 1,210 108 169 23%

H27迄の点検実施率23％

④最優先で点検すべき橋梁（緊急輸送道路を構成する橋梁）

H27迄の点検実施33％

管理者 管理施設数 H26点検実施数 H27点検実施数
H27迄の
点検実施率

国土交通省 3,609 544 538 30%

高速道路会社 2,826 294 313 21%

都道府県 6,223 985 1,382 38%

市町村 845 84 331 50%

合　計 13,503 1,907 2,564 33%

※管理施設数、H27点検実施数は精査中であり、変動する可能性有り

H27迄の点検計画23％

H27迄の点検計画33％



【機密性２】

21

東北地整管内のH2７点検実施状況（トンネル・道路附属物）

※Ｈ２８第１回道路メンテナンス会議資料より

※管理施設数、H27点検実施数は精査中であり、変動する可能性有り

17% 15% 22% 19% 26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

トンネル

H26 H27 H28 H29 H30

（２）トンネルの点検実施状況

H27迄の点検実施率33％

管理者 管理施設数 H26点検実施数 H27点検実施数
H27迄の
点検実施率

国土交通省 194 47 26 38%

高速道路会社 118 24 26 42%

都道府県 533 67 91 30%

市町村 172 36 16 30%

合　計 1,017 174 159 33%

H28.1月時点（※H27年度第3回メンテ会議）の点検計画
に対する実施状況（全道路管理者）

11% 22% 21% 24% 22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

附属物

H26 H27 H28 H29 H30

H27迄の点検計画33％

（３）道路付属施設の点検実施状況

H27迄の点検実施率33％

管理者 管理施設数 H26点検実施数 H27点検実施数
H27迄の
点検実施率

国土交通省 1,043 11 65 7%

高速道路会社 843 160 346 59%

都道府県 1,016 134 189 32%

市町村 292 54 94 54%

合　計 3,194 359 694 33%

H27迄の点検計画32％



Ｈ２６・Ｈ２７判定区分（東北直轄国道の橋梁）［速報版］
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合計
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51年～

41年～50年

31年～40年

21年～30年

11年～20年

～10年
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49

36

44

19

19

20

353
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50

29
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19

43

21

5

3

1

0% 50% 100%

合計

不明

51年～

41年～50年

31年～40年

21年～30年

11年～20年

～10年

Ｈ２６点検 Ｈ２７点検 Ｈ２６・Ｈ２７点検
○判定区分

○判定区分と建設経過年数

○判定区分Ⅳのリスト

６７１橋 ６３２橋 １，３０３橋

施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 緊急措置の内容

堺田跨線橋 国道４７号 1970
下フランジ及び支点上補剛材の一部
が欠損。支承にも著しい腐食

仮受け材の設置

施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 緊急措置の内容
※該当なし

388

79

87

61

36

54

71

691

119

182

162

63

93

72

223

51

106

37

10

12

7

1

1

0% 50% 100%

合計

不明

51年～

41年～50年

31年～40年

21年～30年

11年～20年

～10年

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

凡例
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Ｈ２６・Ｈ２７判定区分（東北直轄国道のＴＮ・道路附属物）［速報版］

ⅠⅣ

Ⅲ

Ⅱ

Ｈ２６点検 Ｈ２７点検 Ｈ２６・Ｈ２７点検
■トンネル
○判定区分

１７施設 ６５施設 ８２施設

ⅠⅣ

Ⅲ

Ⅱ
ⅠⅣ

Ⅲ

Ⅱ

○判定区分Ⅳのリスト
施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 緊急措置の内容
※該当なし

施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 緊急措置の内容
※該当なし

施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 緊急措置の内容
※該当なし

施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 緊急措置の内容
※該当なし

○判定区分Ⅳのリスト

■道路附属物
○判定区分 Ⅰ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ
Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ
Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ
凡例

凡例
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４６本 ２６本 ７２本



２．東北における構造物損傷の傾向
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構造物を取り巻く厳しい環境

におかれている道路施設

●凍結抑制剤の平均散布量は…
約１０トン／ｋｍ／年

峠部及び日本海側では
３０トン／ｋｍ／年 を超える

Ｈ５スパイクタイヤ禁止以降散布量が飛躍的に増加
凍結しやすい橋梁部は重点散布する区間に設定

●凍結抑制剤による塩害と
寒冷気候がもたらす凍害が発生

橋
梁
な
ど
構
造
物
に
は
過
酷
な
環
境
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・鋼橋では「腐食」・「床版損傷」が、ＰＣ橋では「剥離・鉄筋露出」が多い傾向。

・桁端部や橋面の止水処理と、凍結防止剤も含めた塩害対策の強化が必要。

剥離・鉄筋露出 主桁ひびわれ腐食 亀裂

橋梁の損傷発生の傾向（上部工のみ、橋単位）

鋼橋、ＰＣ橋の損傷傾向
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鋼橋の損傷傾向

※ 損傷の比率＝対象部材の損傷のある部材数÷対象部材の総部材数

外桁
内桁

外桁

桁端部(起点側)

中間部

中間支点部

桁端部(終点側)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

損
傷
の
比
率

鋼主桁の腐食

桁端部腐食状況

鋼主桁の腐食
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ＰＣ橋の損傷傾向

外桁
内桁

外桁

桁端部(起点側)

中間部

中間支点部

桁端部(終点側)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

損
傷
の
比
率

コンクリート主桁の剥離・鉄筋露出

◆鋼橋、コンクリート橋とも、損傷が発生している箇所は…
・水の影響を受けるところ
・飛来・飛散塩分等の影響を受ける場所

外桁端部の剥離・鉄筋露出

外桁部の剥離・鉄筋露出

※ 損傷の比率＝対象部材の損傷のある部材数÷対象部材の総部材数

コンクリート主桁の剥離・鉄筋露出

主桁の下面・側面に多い
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東北地方における損傷傾向

伸縮装置からの漏水による桁端部の腐食

伸縮装置の遊間から光が差している
⇒非排水機能が喪失

漏水が原因で染出したと
思われる錆汁

・桁端部の塩害の補修は難しい。

非排水型伸縮装置の非排水機能維持年数

0

5

10

15

20

25

30

35

2 4 6 8 10 12 14 16

非排水機能の機能維持年数

橋梁数

平均機能維持年数　６年

調査対象橋梁数　N＝１０７

・伸縮装置の非排水機能の維持は
平均６年であった。

排水機能を失った橋梁の経年数

※新設橋、伸縮装置交換を行った１０７の橋梁が何年まで
機能を維持したのかを追跡調査したもの（直轄国道・東北）
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東北地方における損傷傾向

排水流末の不具合事例

スラブドレーンからの流末水
で錆びた排水管

導水管が外れた
スラブドレーン

排水枡周辺からの漏水と
メタル部分の腐食
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東北地方における損傷傾向

床版の新たな劣化形態 「土砂化」

交通量約１万２千台/日 昭和47年示方書 供用後３６年の橋梁の事例

◆東北地整管内において、H24～H25にかけてＲＣ床版の抜け落ち・損傷が続発。
◆きみまち大橋の床版損傷（Ｂ判定）を受け、類似の損傷を有するＲＣ床版の橋梁345橋 について、
緊急調査を実施。
（▽床版ひびわれ：損傷度評価区分c,d,e、かつ▽漏水・遊離石灰：損傷度評価区分 d,e）

◆調査橋梁のうち、86橋で橋面異常を確認。65橋で床版上面土砂化が進行し応急対策実施。
◆防水機能が悪い、主桁間隔が広い、バチ形・斜橋・曲線橋、補修歴有りの橋梁に損傷が多い。
車輪走行位置と桁配置が合っていない場合は、走行位置沿いに損傷している傾向。

舗装面から土砂が噴出 コンクリートの土砂化＋鋼材腐食
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東北地方における損傷傾向

床版が土砂化する原因は何なのか…

橋梁名 劣化形態 交通量（台／日） 供用後年数

橋梁A 交通荷重による疲労 約２４,０００台 ４５年

橋梁B 土砂化 約１２,０００台 ３６年

橋梁C 土砂化 約 ８,０００台 ４２年

橋梁D 土砂化 約 ９,０００台 ３５年

橋梁E 土砂化の疑い 約１６,０００台 ３６年

交通荷重による疲労で壊れた橋梁よりも短い期間で、
しかも半分から約１/３の交通量で土砂化する事例も発生。

⇒ 交通量が原因で壊れているのでは無い
では、なぜ壊れているのか？

床版劣化形態と交通量の関係をみてみたが…
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東北地方における損傷傾向

土砂化に関連していると想定される床版の損傷事例

ＲＣ床版の水平ひび割れ

上縁鉄筋からＲＣ床版上面に向かうひび割れ。
ひび割れの上部コンクリートはうきとなっている。

走行軌跡に沿ってうきが発生している
鉄筋は腐食が始まっている

ＲＣ床版のうきを除去
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東北地方における損傷傾向

土砂化の推定メカニズム

土砂化水平クラック 塩分浸透
深さ

融雪剤の影響を受けて劣化したRC床版のイメージ図

融雪剤の影響を受けて劣化した実RC床版

舗装のクラック等から侵入した塩分混じりの路面排水が、橋面防水工の隙間等をくぐり抜けて、
床版の水平クラックから侵入。

それにより、塩分環境下のＡＳＲなど塩害が発生・進行するとともに、凍害によるダメージが付わ
り、さらに車輌通行による繰り返し荷重を受けて、床版が土砂化すると推測される。
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東北地方における損傷傾向

▼昭和６２年以前の橋梁では防水工が設置されていない。

▼橋面における滞水・漏水対策が不十分であり、床版への
水の侵入を許してしまっている。

採取直後の供試体

乾燥した供試体
←骨材に、粘土質などの軟
らかい骨材や、ひびが入っ
た骨材など低品質な骨材
や、木片などの異物が多数
確認された。

ＲＣ床版の水平ひび割れ

老化した舗装の打継目、構造物との境目
などが路面水の侵入口になっている。



３．橋梁の維持・補修の課題
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伸縮装置部からの漏水による桁端腐食対策①

止水機能の低下は桁端部への路面水（塩分を含む）の供給につながり、周辺部材の
損傷発生要因となっている。
写真は、路面水等を樋で処理し、桁端部や支承等への影響を排除している事例。

事例－１ 事例－２ 事例－３

地覆下周りの水処理対策

桁端部と下部工間の水処理対策
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伸縮装置部からの漏水による桁端腐食対策②

流末処理も重要
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伸縮装置部からの漏水による桁端腐食対策③

排水流末の適正化の事例

①腐食していた鋼管をポリ塩化ビニル樹脂管に更新。
②脱落していたスラブドレーンからの排水管を再設置。

ポリ塩化ビニル樹脂管

ＦＲＰ排水管

スラブドレーンの流末を排水管に導水

Before

After
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伸縮装置部からの漏水による桁端腐食④

ＰＣ高架橋の凍結抑制剤による塩害対策の例

桁端部等、影響範囲に保護塗装を施工

橋の隙間からの漏水を防止し、仮に漏水しても内部鋼材への侵入を阻止する構造

保護塗装範囲

塩分を含んだ水が影響する範囲に防錆鋼材を使用
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維持・補修に配慮した設計が求められる

鋼箱桁中間ダイヤフラムが高い！
検査路が必要だった…

Ｈ=900

横桁が検査路を貫く！ 障害物競走じゃあるまいし…

マンホール

開かずの扉！ マンホール蓋と
縦桁が干渉、開かない…

困った！ 箱桁検査口にアクセスできない…

マンホール
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●広幅員のため、点検車が桁下に全面展開できない。

●仮に歩道部に点検車を設置したとしても届かない。

ラック足場の適用事例（本荘大橋）

外桁にレール２条設置

P1

そこで ･････

設置したレールにラック足場を吊り下げ、点検等を容易にした

維持・補修に配慮した設計が求められる

５年に１度の点検が義務づけられた
ことから、点検車やリフト車で対応
できない橋梁については、点検の方
法について将来的なコストを含めた
検討が必要。

点検の都度「足場」を組むのか「検
査路」を設置するのかなど、現場の
状況、安全面などを反映して決定す
るのがよい。



４．コンクリート構造物の品質及び
耐久性確保のための手引き等

【 ご 紹 介 】
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コンクリート構造物の品質及び耐久性確保のための手引き等

44

施工状況把握チェックシートと表層目視評価の活用による施工中に生じる
不具合の抑制と緻密性の向上
復興道路等を中心に多数の試行工事を実施中

表層品質確保策 ･･･

伸縮装置の非排水機能の改良、排水流末の適正化
H26.10.1 排水計画の手引き（案）（ｖｅｒ.2）

･･･
排水流末の
適正化策

劣化原因毎に対策を実施
 自然環境による劣化 ：凍害、飛来塩分による塩害
 供用環境による劣化 ：凍結抑制剤による塩害、ASR

耐久性向上策 ･･･

施工状況把握チェックシートによる施工の基本事項遵守表層目視評価によ
る打設リフト毎の施工の改善･･･

施工中に生じる
不具合の抑制策

緻密性の向上策 標準養生 ＋ 追加養生による緻密性の向上･･･

品質確保に関する手引きなど

ひび割れ抑制策 ひび割れ抑制のための参考資料 Ｈ２８上半期中にアップロード予定

H27.12.24 橋脚、橋台、函渠、擁壁編 H28.5.10 トンネル覆工編

H26.3.24 プレキャストPC中空床版橋編 H28.2.25 プレキャストＴ桁編
H28.3.31 RC床版の耐久性確保の手引き（南三陸国道管内試行工事用）

耐久性確保に関係する通知、手引きなど

･･･



コンクリート構造物の品質及び耐久性確保のための手引き等
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コンクリート構造物の品質確保の手引き（案）
（橋脚、橋台、函渠、擁壁編）

東北地方整備局のホームページ → 道路 → 施策取り組み → 事業関係者の皆様へ からダウンロード

http://www.thr.mlit.go.jp/road/sesaku/tebiki/kyoukyaku.pdf
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コンクリート構造物の品質確保の手引き（案）
（トンネル覆工コンクリート編）

1 1

東北地方整備局のホームページ → 道路 → 施策取り組み → 事業関係者の皆様へ からダウンロード

http://www.thr.mlit.go.jp/road/sesaku/tebiki/tonnelfukoukonkurito.pdf
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ひび割れ抑制のための参考資料（案）
（橋脚、橋台、函渠、擁壁編）

- 1 -

東北地方整備局のホームページにＨ２８上半期中にアップロード予定



ありがとうございました


